
香港におけるリース原状回復費用と商業用/
工業用ビルに関する税額控除の強化 

2024/25年度予算案の演説1で発表されたとおり、香港政府は、 (1) リース現状回復費用の税額控除を認めるこ

と、 (2) CBAとIBAの損金算入の期限を撤廃するための強化策を導入予定である。その後、政府は、両強化策に

関する提案内容を詳しく述べた立法会への説明資料22を作成した。政府案の内容は以下の通り。 

1. リース原状回復費用の税額控除に関する提案

現行の税制の下では、納税者は、リースの期間満了時または中途解約時に発生するリース現状回復費用は、資

本的支出とみなされるため、一般的に税額控除を請求することは認められていない。政府は、当該費用が実質

的に通常の事業費用であり、一定の状況下で発生することが不可欠であることを考慮し、一定の条件の下で発

生した実際の原状回復費用の税額控除を事業者に請求させることにより、この問題に対処するための税制上の

救済措置を提案した。 

1 2024/25年度予算案の演説はこちらのリンクからアクセス可能: The 2024-25 Budget - Home 
2 2024年6月3日に開催された立法会財政金融部会での説明資料はこちらのリンクからアクセス可能: 

  https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/panels/fa/papers/fa20240603cb1-662-6-e.pdf
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サマリー

香港特別行政区 (以下、香港)政府は最近、 (1) リース原状回復費用、 (2) 商業用ビルに関する税務上の減価償

却(以下、CBA) と工業用ビルに関する税務上の減価償却(以下、IBA) 制度の事業所得税の税額控除の強化を目

的とした提案書を提出した。政府は、リース原状回復費用に対する税額控除を導入し、CBAとIBAの両制度

における年次償却の損金算入の期限を撤廃する方針である。このタックスアラートでは、政府の提案の主な

特徴をまとめ、我々の見解を共有する。 
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• 税金控除は、実際に負担したか支払われたリース原状回復費用に対してのみ請求できる。適用される会計

基準の条文に基づく請求はできない(例えば、香港財務報告基準第16号「リース」で認識された資産計上済

みの原状回復費用の減価償却費及び支払利息費用)。

• リースの期間満了または中途解約時に、リース物件を原状回復させる義務がある場合に限り、税額

控除を請求することができる。このような義務は、賃借契約に基づいて、または賃貸人と賃借人と

の間の他の取り決めを通じて定めることができる。

• この税額控除は、借り手に発生したリース原状回復費用だけでなく、借り手が貸し手に対してその債務を

履行するために行った支払いも対象となる。

• リース現状回復費用が発生した後に当該事業が終了するかどうかは、税額控除の可能性に影響を与えない。

KPMGの見解: 提案されている税額控除案は、シンガポール3のものよりも企業にとってフレンドリーなものとなってい

る。その理由は、 (1) 原状回復費用を賃借契約上で規定する必要がなく、 (2) 事業の停止により施設が明け渡される場

合でも税額控除が可能であるためである。 

その一方で、リース期間満了時に原状回復費用が発生した場合又は支払われた場合にのみ税額控除を認めるというア

プローチは、シンガポール3と同様であるが、このアプローチにはいくつかの懸念が存在する。例えば: 

• 認識されている会計上の原状回復に関する引当金については控除が認められていないため、納税者は税務上の調整

を行い、リース期間中に繰延税金を計上する必要があるかもしれない。

• 納税者は、リース期間が終了する年度において、一度だけの税額控除を完全に利用するために十分な金額の課税可能

利益を有していない場合、税務上の欠損が生じる可能性がある。香港の税制では欠損金の繰り戻しができないため、

リース期間満了時に事業を停止した場合には、税務上の欠損分の税額控除金額は利用できない。

2. CBA及びIBAの請求期限の撤廃

現行のCBA制度では、年次償却には25年の期限(すなわち、最初に使用した年から25年間)が適用される。商業用ビ

ルが25年の期限内に売却された場合、売り手はバランス調整に直面することになり、買い手は税務上の残余価値に

売主に課されるすべてのバランシングチャージを加えた年次償却額を損金算入することができる。 

しかしながら、25年の期限を過ぎて商業用ビルが売却された場合には、買い手はその損金算入金額を控除すること

ができない4。現在のIBA制度の下では、老朽化した工業用ビルについても同様の問題がある。 

政府は既存のCBA制度とIBA制度を改善し、商業用ビルや工業用ビルの購入者がCBAやIBAを期限なしに年間4%の減

価償却費が損金算入できるようにすることを提案した。購入者が年次償却の損金算入を請求するための課税基準は、

現在の慣行、すなわち、売却直後の支出の残額に、売り手に課されるすべてのバランシングチャージを加えたものと

同様と考えられる。 

KPMGの見解: この制度の改善により、使用年数に関係なく、すべての商業用ビル・工業用ビルに一貫した措置がと

られることになる。ビルの所有者は、新品・中古を問わず、期間制限なく年次償却の損金算入を享受することができ

3 原状回復費用の税額控除を認めるシンガポールのアプローチの詳細については、こちらのリンクにあるシンガポール内国歳入庁のホームページからアクセス可能: 

 IRAS | Tax Treatment of Business Expenses (M-R)

4 問題の詳細と2022年6月におけるKPMGの政府への提出内容については、香港タックスアラート12号（2022年8月）を参照すること。

https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/income-deductions-for-companies/business-expenses/tax-treatment-of-business-expenses-(m-r)
https://kpmg.com/cn/en/home/insights/2022/08/hk-tax-alert-12-j.html
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る。とはいえ、ビルを取得し、残りの年数で期限内に資本控除を申請できていた納税者にとっては、改正後の制度の

下では、申請期間（すなわち25年）が長くなり、その結果、税務上の減価償却が遅くなる可能性がある。 

3. 実施スケジュール

これら香港政府の２つの提案は、立法手続きが完了次第、課税年度2024/25から適用される。政府は必要な立法上の

修正を含む法案を2024年第4四半期に立法会へ提出する予定である。 

KPMGの見解 

香港政府の提案は、香港の商業用ビル・工業用ビルに対する税額控除の枠組みを強化するための積極的なアプロー

チを示している。特に、リース原状回復費用に対する税額控除の導入は、利害関係者の懸念に政府が積極的に対応

していることを示すものである。 

これらの強化策が広く適用されることを踏まえ、KPMGは、本年5月に、政府が検討すべき強化策について提言を行

った。納税者は、これらの税法改正案の進展を注意深くフォローし、商業用ビル・工業用ビルの将来の投資や移転に

対する潜在的影響を評価すべきである。 
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